
（平成２１年１２月２４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 41 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 31 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 13 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

兵庫国民年金 事案 1388 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58年７月から 60年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から 60年３月まで 

    私は、昭和 56年 11月に結婚し、Ａ市に転入した。その後、自宅を訪れた

国民年金担当の職員に加入を勧められ、市役所で加入手続を行ったところ、

過ぎてしまった期間について、高額の保険料額が記載された納付書が送られ

てきたので、この納付書で保険料を納付したことを覚えている。未納とされ

ている申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

       申立人は、国民年金の加入手続を行った後、送付された納付書により、さ

かのぼって保険料を納付したとしているところ、社会保険事務所が保管する

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 60年８月に払い出されており、また、Ａ市が保管する収滞納記録による

と、同年４月から同年７月までの保険料が同年８月に納付されていることが

確認できることから、このころに加入手続が行われたものと推認され、申立

期間のうち、制度上過年度納付が可能な 58 年７月から 60 年３月までの期間

については、納付書が発行され、申立人が当該期間の保険料を過年度納付し

たと考えても不自然ではない。 

       一方、申立期間のうち、昭和 56 年７月から 58 年６月までの期間について

は、上記のとおり、加入手続が行われたものと推認される時点では、時効に

より国民年金保険料を納付できない期間となる上、申立人が 56年７月ごろに

加入手続を行い、上記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらない。また、申立人が当該期間の保険料を納付

したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間



 
 

の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 58年７月から 60年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められる。 

 



 
 

兵庫国民年金 事案 1389 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月の国民年金保険料については、重複して納付していた

ものと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月 

私は平成３年４月に学生も強制適用になることを知ったので、同月３日に

母と一緒に国民年金の加入手続と免除手続をするために市役所に行った。市

役所の職員に所得の面で免除は受けられないと言われたので、その日のうち

に市役所内で当時の国民年金保険料 9,000円を納付して領収書をもらった。 

    平成３年 12 月に市役所から同年４月分の保険料が未納であると連絡を受

け、20日に私と母は、市役所に行って、そのときの領収書を見せたら、「印

の無い領収書は無効です。」と言われた。 

    当時の領収書は今では手元に無いが、家計簿に平成３年４月３日と同年

12月 20日に当時の保険料を納付した記載があるのに、重複して納付したこ

ととなっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親は、平成３年４月以降 20 歳以上の学生は国民年金に強

制加入になることを知って、市役所で申立人の国民年金の加入手続を行ったと

しているところ、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によ

ると、同年４月８日に申立人に係る国民年金手帳記号番号が払い出されている

ことが確認でき、同月中に加入手続を行ったとする申立人の母親の証言内容に

は信ぴょう性がうかがえる。 

また、社会保険庁の記録では、平成３年 12月 20日付けで申立期間（３年４

月）が納付済み期間となっているが、申立人の母親が所持する約 10 年間の家

計簿を見ると、当時、真正に作成された関連資料であることがうかがえる上、

その家計簿から、申立期間（３年４月）の国民年金保険料が同年４月３日と同

年 12月 20日にそれぞれ支出されていることがうかがえ、当時の保険料額とも



 
 

一致することから、申立人は既に納付済みであった申立期間の国民年金保険料

を重複して納付していたと考えても不自然さは無い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間について国民

年金保険料を重複して納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1390 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年７月から 57年３月までの期間及び 59 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年７月から 57年３月まで 

             ② 昭和 59年１月から同年３月まで 

私は、平成 20年に社会保険庁から 60歳通知が届いたので、年金記録の確

認をしたところ、昭和 56年７月から 57年３月までと 59年１月から同年３

月までの期間の年金記録が確認できないことが分かった。 

国民年金保険料は、私が夫婦一緒に納付しており、保険料納付を行った私

の納付記録が確認できないという年金記録はおかしいので、第三者委員会に

申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫は、夫婦そろって国民年金保険料を納付していたとしてお

り、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号の払出簿及び被保険者台

帳によると、昭和 55 年９月５日に同手帳記号番号が夫婦連番で払い出された

以降、申立人及びその夫は、ほぼ同じ期間の国民年金保険料をそろって納付し

ていることが確認できることから、申立人及びその夫の主張には信ぴょう性が

うかがえる。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人の夫については、申立期間を含む

昭和55年４月から59年３月までの期間の国民年金保険料がすべて納付済みと

なっていることが確認できる。 

さらに、申立期間は、12 か月（①９か月、②３か月）と比較的短期間であ

る上、特に生活状況の変化が無い時期であったことから、申立人が、夫婦二人

分の保険料を一緒に納付していたと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成２年４月から３年３月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月から３年３月までのうち、12か月 

    私は、平成３年４月に国民健康保険の加入手続を行い、その際に、国民年

金の加入手続も行った。市役所窓口にて２年分の国民年金保険料をさかのぼ

って納付できると言われたが、そのうち１年分のみの保険料を現金で納付し

た。それにもかかわらず、その分が未納となっており納得できない。 

なお、申立期間を２年間余りとしているが、どの期間における１年間の保

険料か不明であるため、当該期間を申立期間としている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年４月ごろに市役所に赴き、国民年金の加入手続を行った

としているところ、市が保管する申立人の被保険者名簿により、同年４月 12

日に申立人が加入手続を行ったことが確認でき、申立内容と一致する。 

また、申立人は、加入手続を行った市役所年金課窓口において、１年分の保

険料を一括して現金で納付したとしているところ、市によると、平成３年４月

の加入手続時において、２年４月から３年３月まで（申立期間のうちの 12 か

月）の保険料であれば、窓口で国民年金保険料を現年度収納することが可能で

あったとしている。 

さらに、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の保険料についてすべ

て納付しており、納付意識が高いことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成２年４月から３年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



 
 

兵庫国民年金 事案 1392 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年７月から２年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月から２年３月まで 

私は、年金記録問題があったので、年金ダイヤルに記録照会をしたところ、

平成元年７月から２年３月までの期間が未納となっていることが分かった。 

しかし、20 歳の誕生月に送付されてきた国民年金の通知と、その後に送

付された納付書で銀行及び郵便局に赴いて保険料を納付した記憶があり、９

か月間の未納があることは考えられないので、第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、送付されてきた納付書で申立期間の国民年金保険料を納付したと

しているところ、市の記録によると、申立人は平成２年９月 28 日に国民年金

の新規加入手続を行っていることが確認できる上、市では、申立期間について、

市役所又は社会保険事務所から過年度の納付書が発行されていたはずである

としており、申立人の主張には信ぴょう性がうかがえる。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人は、厚生年金保険と国民年金の切

替手続を適正に行っているとともに、申立期間以外の国民年金保険料はすべて

納付済みであることが確認でき、申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

さらに、申立期間は９か月と短期間である上、申立人は、｢当時、両親と同

居していた私は、月額で 13万円から 15万円の給与収入があり、申立期間の国

民年金保険料は納付できた。｣としていることからも、納付意識の高い申立人

が送付されてきた納付書で申立期間の保険料を納付していたと考えても不自

然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



 
 

兵庫国民年金 事案 1393 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年１月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から 61年３月まで 

私は、昭和 57年 11月に会社を退職し、最初の半年ほどは雇用保険を受給

していた。私は、同年 12 月に国民健康保険と国民年金に係る手続を市役所

で行い、国民年金保険料については、当初は収入も無かったので納付しなか

ったと思うが、58 年ごろから自営で仕事を始め、安定した収入が得られる

ようになった 59 年１月から国民年金保険料を納付するようになったのに、

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以降、国民年金加入期間の保険料をすべて納付している

上、昭和 62 年４月からは、前納により保険料を納付し続けていることから、

納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、昭和 57年 12月に、市役所で国民健康保険と国民年金の加

入手続を行ったとしており、市によれば、同月 14 日に国民健康保険に加入し

ていることが確認できることから、申立人の主張には信ぴょう性がうかがえる。 

さらに、申立人が所持する申立期間当時の昭和 59年分及び 60年分の確定申

告書（控）を見ると、59年及び 60年については、それぞれ１人分の国民年金

保険料に相当する金額が記載され、当時の国民年金保険料額と一致する。 

加えて、申立人が所持する申立期間当時の昭和 61 年分の確定申告書（控）

を見ると、金額の差異が見受けられるものの、納付意識の高い申立人が、当該

３か月の保険料を未納のままにしておくことは考え難い上、申立人は、申立期

間当時、仕事及び生活状況に大きな変化が無かったとしていることを踏まえる

と、申立人が申立期間のうち、同年１月から３月までの保険料についても納付

していたと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1394 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年３月から同年８月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月から同年８月まで 

私は、平成８年３月 18 日に病気が悪化したためそれまで勤めていた事業

所を退職し、同年４月から１か月半ほどの期間、病院に入院した。このよう

な事情から、退職した３月中に市役所で国民年金と国民健康保険の手続を行

った。 

その後退院し、次の就職先が決まった平成８年９月ごろ、届いていた納付

書を持参して市役所に行き、それまでの未納期間の保険料をまとめて納付し

た。 

納付すべきものは、すべて納付するように同居の両親から言われており、

自分としても将来の事を考えて、さかのぼってでも保険料を納付してきた。

この期間だけ未納となることは考えられない。未納とされている年金記録を

訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料を

すべて納付しており、納付意識の高さがうかがえる上、申立期間以降における

複数の厚生年金保険と国民年金の切替手続も適正に行っていることが確認で

きる。 

   また、申立人は、平成８年３月 18 日に退職した後、同月中に市役所におい

て国民年金と国民健康保険の加入手続を行い、同年４月から病院に入院をした

ため、退院して次の就職先が決まった同年９月ごろに、市から送付を受けた納

付書により、市役所で、未納期間の保険料をまとめて納付したと主張している

ところ、その納付に係る記憶は具体的である上、市役所内に窓口を設置してい



 
 

た金融機関によると、市が発行した納付書であれば、過年度分も含めて収納が

可能であったとしており、申立の主張の信憑
ぴょう

性は高い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年４月から 47 年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年９月から 47年 12月まで 

    私は、申立期間において、自営業に従事していたが、20 歳になって、国

民年金保険料の納付義務が生じたので、母親が役場で加入手続を行い、保険

料の納付を始めた。その後、私が転職し、転居することとなった昭和 47 年

12 月に、母親は、それまで未納となっていた期間の保険料を一括して全額

納付してくれた。未納とされている申立期間の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親は、申立人が 20歳になった以降、地域の納付組織である婦人

会において申立人についても国民年金に加入するよう勧められ、Ａ町役場で加

入手続を行い、保険料の納付を始め、その後、申立人が転職のために転居する

こととなった昭和 47年 12月ごろに、同役場で、未納分の保険料をさかのぼっ

てまとめて納付し、領収印が押印された領収書を受け取った記憶があるとして

いるところ、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、

申立人の国民年金手帳記号番号は、46 年８月に払い出されていることが確認

でき、このころに加入手続が行われたものと推認される。 

また、加入手続が行われたにもかかわらず、申立人のＡ町における国民年

金被保険者期間がすべて未納期間とされていることは不自然である上、Ａ町が

保管する申立人の国民年金被保険者名簿によると、「Ｂ」と記載されるべき氏

名が「Ｃ」と誤って記載されていることが確認でき、申立人の納付記録につい

て適正な管理がなされていなかった可能性がうかがえる。 

さらに、Ａ町によると、当時、Ａ町役場では、過年度納付書については当

該年度の２年前の年度当初までさかのぼって発行していたとしており、申立期



 
 

間のうち、昭和 45 年４月から 47 年 12 月までの期間については、申立人の母

親が 47年 12月ごろに、同役場で、未納分の保険料をさかのぼってまとめて納

付したとする際に、過年度納付書の発行が可能であった期間であると考えられ

る。 

加えて、申立人の保険料の納付を行っていた母親は、国民年金制度発足当

初から国民年金に加入し、保険料の納付を免除されていた期間についても後日

追納することにより、国民年金保険料をすべて納付しており、納付意識の高さ

がうかがえることから、納付意識の高い申立人の母親が当該期間の保険料を納

付したと考えるのが自然である。 

一方、申立期間のうち、昭和 44 年９月から 45 年３月までの期間について

は、上記のとおり、加入手続が行われたものと推認される時点において、保険

料が現年度納付できない期間となる上、申立人の母親が申立人の保険料をさか

のぼって納付したとする47年12月ごろにおいて過年度納付書が発行されたと

は考え難い期間となる。 

また、それ以前に、申立人に対して、上記とは別の国民年金手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらず、さらに、申立人が当該

期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、確定申告

書等)は無く、ほかに当該期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 45 年４月から 47 年 12 月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認められる。 

 



 
 

兵庫国民年金 事案 1396 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年６月から 56年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年６月から 56年 12月まで 

    夫が会社を退職した後、夫婦併せて国民年金に再加入の手続を行った。家

は店を経営しており、市の集金人が店に集金に来てくれたので、現金で定期

的に夫婦二人分の保険料を納付した。その後、私が年金を受給することとな

る前に送られてきた書類を見ると、未納となっていることが分かり何度も問

い合わせたが、満足のいく回答が得られず納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫が経営している店の店舗に訪れた集金人に国民年金保険料

を納付したとしているところ、市では、申立期間当時、納付組織及び推進員に

よる集金によって保険料の収納を行っていたとしており、申立内容と一致する。 

また、申立人は、申立期間当時、夫婦二人分の国民年金保険料をまとめて納

付したとしているところ、申立期間の一部である昭和 54年６月から 12月まで

の現金出納帳を所持しており、それによると、定期的に国民健康保険料と併せ

て国民年金保険料を納付していたことが、支出された合計金額からうかがえる。 

さらに、申立人は、申立期間の一部である昭和 55年分及び 56年分の所得税

確定申告書（控）を所持しており、当該申告書によれば、社会保険料控除欄に

二人分の国民年金保険料相当額の金額の記載があり、当該記載金額にも誤りが

無いことが確認できる。 

加えて、申立人は、申立期間以降、国民年金加入期間の保険料をすべて納付

しており、60 歳以降も任意加入の手続を行い、付加保険料も含め国民年金保

険料の納付を行っているなど、納付意識が高いことがうかがえるとともに、申

立人が所持している現金出納帳及び確定申告書（控）から申立人及びその夫の



 
 

生活状況に大きな変化は無かったものと考えられることを踏まえると、現金出

納帳及び確定申告書（控）が存しない昭和 53年６月から 54年５月までについ

ても、国民年金保険料を納付していたものと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年１月から同年 11月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から同年 11月まで 

    私は両親の勧めにより、国民年金制度が始まった時にこれに加入すること

とし、母親がその手続を行ってくれた。保険料は家計を預かっていた母親が、

自宅にやってくる婦人会の人を通じて納付していた。 

ところが、昨年の 11 月ごろ、社会保険庁からの通知により、Ａ社退職直

後の 11 か月について納付記録が無いことを知って驚いている。申立期間の

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人、その妻及び同居の両親は、国民年金制度発足当初から国民年金に加

入し、申立人の申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立

人の家族の国民年金への加入意識及び納付意識の高さがうかがえる上、申立人

は、申立期間以前の昭和 40 年４月ごろにおいて、厚生年金保険から国民年金

への切替手続を適切に行っていることが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間についても、その母親が、同居する家族４人分の

保険料について婦人会を通じて納付していたとしているところ、申立人の妻及

び両親は納付済みである上、市によると、申立期間当時は婦人会を通じて保険

料を収納していたとしており、申立期間の 11 か月についても保険料が納付さ

れていたと考えるのが自然である。 

   さらに、市が保管する国民年金被保険者名簿によると、申立人からの被保険

者資格取得届が未提出であるにもかかわらず、国民年金被保険者資格の再取得

日を、厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和 43 年１月１日から 11

か月後となる同年 12 月１日に設定していることが確認でき、申立人の納付記

録については、適正な管理がなされていなかった可能性がうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を、平成 12年 10月は 38万円、同年 11月か

ら 13年４月までは 41 万円、同年５月及び同年６月は 38万円、同年７月から

同年９月までは 41万円、同年 10月は 38万円、同年 11月及び同年 12月は 41

万円、14 年１月は 30 万円、同年２月から同年４月までは 32 万円、同年５月

は 38万円、同年６月は 36万円、同年７月は 34万円、同年８月及び同年９月

は 38万円、同年 10月から同年 12月までは 34万円、15年１月は 36万円、同

年２月から同年４月までは 41万円、同年５月及び同年６月は 38万円、同年７

月は 34万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12年 10月１日から 15年８月１日まで 

私は、昭和 60年９月 25日から平成 15年８月までＡ社で勤務していたが、

12年 10月１日から 15年８月１日までの間の標準報酬月額が 20万円とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が所持するＡ社に係る給与明細書から確認できる

厚生年金保険料控除額又は報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額は、共に

社会保険庁で記録されている標準報酬月額を上回って相違していることが確

認できる。 

また、標準報酬月額については、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律」に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準



 

報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認で

きる保険料控除額又は報酬月額から、平成 12年 10月は 38万円、同年 11月か

ら 13年４月までは 41 万円、同年５月及び同年６月は 38万円、同年７月から

同年９月までは 41万円、同年 10月は 38万円、同年 11月及び同年 12月は 41

万円、14 年１月は 30 万円、同年２月から同年４月までは 32 万円、同年５月

は 38万円、同年６月は 36万円、同年７月は 34万円、同年８月及び同年９月

は 38万円、同年 10月から同年 12月までは 34万円、15年１月は 36万円、同

年２月から同年４月までは 41万円、同年５月及び同年６月は 38万円、同年７

月は 34万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、平成 15年８月 10日に事業所を解散し、当時の関連

資料を廃棄したため詳細は不明であるとしているものの、申立期間の給与明細

書において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額と社

会保険事務所で記録されている標準報酬月額が全期間にわたり一致していな

いことから、事業主は、給与明細書において確認できる保険料控除額又は報酬

月額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について、納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1219 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 15 年９月か

ら 18年１月までは 36万円、同年２月は 34万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年９月１日から 18年３月 15日まで 

私は、平成９年２月 11 日にＡ社に入社し、18 年３月 15 日に退職するま

で、正社員として勤務していた。給与は、10年ごろから毎月 36万 3,000円

で変わらなかったにもかかわらず、15年９月以降の標準報酬月額が 30万円

に減額されているのはおかしい。 

平成13年から17年分までの給与所得の源泉徴収票に記載されている給与

の支払金額はすべて同額であり、また、18 年１月から３月までの給与につ

いても、雇用保険被保険者離職票には 36 万円前後の金額が記載されている

ので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録上、Ａ社における申立人の申立期間に係る標準報酬月額は

30万円となっているものの、申立期間のうち、平成 15年９月から 17年 11月

までの期間については、申立人が所持する給与所得の源泉徴収票及び雇用保険

被保険者離職票から、申立人の給与支給額（報酬月額）に基づく標準報酬月額

は 36 万円であることが確認でき、また、当該源泉徴収票から、事業主が源泉

控除していたと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は 41 万円

であることが確認できる。 

また、申立期間のうち、平成 17年 12月から 18年２月までの期間について

は、当該雇用保険被保険者離職票から、申立人の給与支給額（報酬月額）に基

づく標準報酬月額は、17年 12月が 36万円、18年１月が 38万円、同年２月が

34 万円であることが確認でき、また、当該源泉徴収票から、事業主が源泉控



 

除していたと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は 36 万円で

あることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額の相違に係る申立てについては、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額

を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、平成 15 年９月から 17

年 11月までは給与支給額に基づき 36万円、17年 12月は給与支給額及び保険

料控除額に基づき 36 万円、18 年１月は保険料控除額に基づき 36 万円、同年

２月は給与支給額に基づき 34万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、源泉

徴収票及び雇用保険被保険者離職票において確認できる報酬月額又は保険料

控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月

額が申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は源泉徴収票

等で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1220 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を平成 12年６月 26 日に訂正し、同年６月の標準報酬月額を 50 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年６月 26日から同年７月１日まで 

    私は、平成 11年４月 26日にＢ社に入社し、12年６月 25日付けで退職し

た。その翌日からは、同社の子会社であったＡ社（現在は、Ｃ社）に移籍し、

取締役として勤務した。 

Ａ社では、平成21年１月26日に退社するまで、給与は毎月末に支払われ、

給与から厚生年金保険料が控除されていたが、同社に入社した 12年６月の

厚生年金保険の加入期間が社会保険庁の記録から抜け落ちているので、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ｃ社が提出した申立人の給料支払明細書及び事業主の証言から、申立人は、

申立期間においてＡ社に勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 12 年６月及び同年７月の

給料支払明細書に記載されている厚生年金保険料控除額から、50 万円とする

ことが妥当である。 

なお、社会保険庁の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは平成 12 年７月１日であり、同社は、申立期間において適用事業所では

なかったことが確認できるが、商業登記簿によると、同社は、６年５月 12 日

にＡ社として法人登記を行っていることが確認できるため、同社は、申立期間

当時、既に厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判



 

断される。 

また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、元代表取締役は不明であるとしているが、申立人については、

雇用保険の記録により確認できる雇用保険被保険者の資格取得日と同社が提

出した健康保険被扶養者認定通知書における健康保険被保険者の資格取得日

がいずれも平成 12 年７月１日となっていることから、事業主は、同日を申立

人の厚生年金保険被保険者の資格取得日として届け出たものと推認でき、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月分の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 33年 10月１日から 34年３月 15日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れることから、Ａ社における資格取得日に係る記録を 33年 10月１日、資格喪

失日に係る記録を 34年３月 15日とし、当該期間に係る標準報酬月額を 6,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年２月から 34年４月まで 

    私は、Ａ社に何年から勤め始めたのか覚えていないが、同僚であったＢさ

んが入社する前から勤務していたことは記憶にある。その後、私はＢさんと

一緒に退職して、別の会社に勤務していた。 

    Ｂさんは、Ａ社に勤務していた期間に係る年金をもらっていると言ってい

るのに、同じように勤務していた私は、厚生年金保険の加入記録が無く、こ

の期間に係る年金をもらえないことに、どうしても納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の記憶及び元同僚の証言から、申立人が昭和 33 年４月ごろからＡ社

に勤務し、34年３月 14日まで同社に勤務していたことが推認できる。 

また、複数の元同僚は、「入社と同時ではなかったが、従業員全員が厚生年

金保険に加入していた。」と証言している上、これらの元同僚の証言による申

立期間当時におけるＡ社の従業員数は、社会保険庁の記録により確認できる同

社の厚生年金保険被保険者数とおおむね一致しており、同社のほぼすべての従

業員が厚生年金保険に加入していたと考えられる。 

さらに、社会保険庁が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿によると、同社の厚生年金保険被保険者は、昭和 32 年８月１日（適用事業

所となった日）、33年 10月１日及び 34年３月１日のいずれかの日に被保険者

資格を取得していることが確認でき、申立人については、上記のとおり、33



 

年４月ごろに入社したと推認できることから、同社が２回目に従業員の被保険

者資格取得手続を行った 33年 10月１日に被保険者資格を取得した（元同僚Ｂ

も同日に取得）可能性が高いものと推認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 33年 10月１日から 34年３月 15

日までの期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿における元同

僚に係る記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

期間の被保険者名簿の健康保険の番号に欠番が見当たらないことから、申立人

に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、資格の取得及

び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理

を誤ることは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪

等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 33年 10月から 34年２月までの保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 40 年５

月１日、資格喪失日に係る記録を 42年７月 21日とすることが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 40年５月から 41年９月ま

でを２万 8,000円、同年 10月から 42年６月までを４万 5,000円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年５月１日から 42年７月 21日まで 

    私は、昭和 40 年５月１日にＢ社（現在は、Ｃ社）からＡ社に出向し、26

か月間勤務した後、42年７月 21日にＢ社に戻った。 

ねんきん特別便を見て、Ａ社に勤務していた期間の厚生年金の加入記録が

無いことに気づいた。当時の同僚は、同社に出向していた期間についても厚

生年金の加入記録があると言うのに、私だけ、記録が無いことに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ｃ社が保管する出向命令簿によると、申立人は、昭和 40 年５月１日にＢ社

からＡ社への出向を、42年７月 21日にＢ社Ｄ支店での勤務を命ぜられている

ことが確認できる上、同命令簿により申立人と同時期にＢ社からＡ社に出向し

ていたことが確認できる複数の元同僚が、申立人と一緒に勤務していたと証言

していることから、申立人が、申立期間において同社で勤務していたことが確

認できる。 

また、上記出向命令簿において昭和 40 年４月から同年６月までの期間中に

Ｂ社からＡ社に出向した記録がある者が 25 人いることが確認できるが、申立

人を含む３人については、社会保険庁のオンライン記録上、Ａ社における厚生

年金保険の加入記録が確認できない。 

一方、社会保険庁が保管する、Ａ社で当該期間中に厚生年金保険被保険者資

格を取得した者に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を見ると、社会保険



 

事務所から社会保険庁への進達日が不明で「假原票（仮原票）」と記載されて

いるもの（整理番号＊）と、整理番号に２つの欠番が認められる。 

また、整理番号＊番の「假原票」には、社会保険庁のオンライン記録と出向

命令簿との突合により、厚生年金保険の加入記録が確認できない３人のうち１

人の氏名及び生年月日が記載されていることから、残る２つの欠番は、申立人

と他の一人の整理番号であることが推認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立人は、昭和 40 年５月１日に資

格取得し、42年７月 21日に離職しており、申立期間において雇用保険に加入

していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が主張する昭和 40 年５月

１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、42年７月 21日に被保険者資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同年代の同僚の標準報

酬月額の記録から、昭和 40 年５月から 41 年９月までは２万 8,000 円、同年

10月から 42年６月までは４万 5,000円とすることが妥当である。 



 

兵庫厚生年金 事案 1223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43年８月 11日から同年９月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を同年９

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年８月 11日から同年９月１日まで 

         ② 昭和 64年１月１日から平成元年４月１日まで 

私の夫は、昭和 26年４月１日から定年で平成元年３月 31日に退職するま

での間、Ａ社（現在は、Ｃ社）で継続して勤務していたが、社会保険庁の記

録によると、申立期間について厚生年金保険被保険者記録が欠落しており納

得できない。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ｃ社の在籍証明書及び雇用保険の被保険者記録か

ら、申立人は同社において昭和 26年４月１日から 63年 12月 31日まで継続

して勤務し（43年９月１日にＡ社Ｂ支店から同社Ｄ支店へ異動）、申立期間

①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

    また、申立期間①の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店に係る社会保険

事務所の昭和 43年７月の記録から、６万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、納付を確認できる当時の書類が残っていないた

め不明であるとしており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

  ２ 申立期間②については、申立人の妻は、申立人が 60 歳となった年度末で

ある平成元年３月 31 日までＣ社に勤務していたとしているが、同社が保管

する退職者カードを見ると、申立人は、昭和 63年 12月 31日に定年により

退職していることが確認できる。 

また、Ｃ社によると、「人事規定において、定年による退職の場合、退職

日は、60歳の誕生月の末日となる。」としており、同社が保管する厚生年金

保険被保険者資格喪失確認通知書を見ると、申立人が 60歳となった昭和 63

年 12月の末日の同月 31日の翌日である 64 年１月１日を資格喪失日として

届け出ていることが確認できる。 

    さらに、社会保険庁の記録を見ると、申立人の妻の記録についても、申立

人の厚生年金保険被保険者資格の喪失に伴い、昭和 64 年１月１日に国民年

金の第３号被保険者から第１号被保険者に種別変更し、国民年金保険料を納

付していることが確認できる。 

    加えて、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無く、

ほかに申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における資格取得日に係る記録を昭和

45年９月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000円とすること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年９月 21日から同年 10月 21日まで 

私は、昭和 35年３月から 10年間、Ｂ社で勤務した後、同社からＣ部門が

分離されたことにより、45年９月からＡ社に転籍となった。 

しかし、社会保険庁の記録によると、Ａ社における厚生年金保険被保険者

の資格取得日が昭和 45年 10月 21日とされており、被保険者期間が１か月

欠落していることに納得できない。 

なお、私と同様に、昭和 45年９月 21日にＢ社からＡ社に転籍したが、転

籍に係る厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年10月21日とされている

元同僚は、既に申立期間に係る年金記録の訂正を申し立て、訂正が認められ

ている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同じ趣旨の年金記録の訂正を申し立てた元同僚については、所持し

ていた当時の辞令及び給与明細書により、申立期間に係る転籍及び事業主によ

る厚生年金保険料の控除が確認できたことから、既に、年金記録の訂正が認め

られているところである。 

一方、申立人は、当時の辞令及び給与明細書を保管していないものの、上記

の元同僚及び事業主は、申立人が申立期間においてＡ社で継続して勤務してい

た旨を証言している上、雇用保険の記録においても、元同僚と同様に昭和 45

年９月 21 日から同社で被保険者資格を取得していることが確認できることか

ら、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

考えられる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間直後の昭和 45 年 10

月のＡ社に係る社会保険事務所の記録から、５万 2,000円とすることが妥当で



 

ある。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、納付を確認できる関連資料が現存せず不明であると

しているが、申立人と同日付けでＢ社からＡ社に転籍した元同僚の社会保険庁

の記録についても、申立人と同じ資格得喪の記録になっていることから、事業

主が申立人及び元同僚の資格取得日を昭和45年９月21日として届け出たにも

かかわらず、社会保険事務所が二人共に同年 10月 21日と誤って記録すること

は考え難いため、事業主は同年10月21日を資格取得日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年９月分の保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないものと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録

を昭和 32 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年９月１日から 33年４月１日まで 

私は、昭和 32年４月１日から平成６年３月 30日までの間、Ａ社（現在は、

Ｃ社）に継続して勤務していたが、Ｄ支店からＢ支店に異動した際の厚生年

金保険の被保険者記録が欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社の在籍証明書、Ｃ社健康保険組合の被保険者記録及び雇用保険の被保険

者記録から、申立人は、Ａ社において昭和 32年４月１日から平成６年３月 30

日までの間、継続して勤務し（昭和 32 年９月１日に同社Ｄ支店から同社Ｂ支

店へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店に係る社会保険事務

所の昭和 33年４月の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、資格取得日を誤って届け出たとしており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1226 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日及びＢ社における資格取得日は昭和 29 年

３月１日、Ｂ社における資格喪失日は同年 11 月８日であると認められること

から、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日及び取得日に係る記録

を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28年 10月から 29年７月

までを 4,000円、同年８月から同年 10月までを 5,000円とすることが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 10月１日から 29年 11月８日まで 

    Ａ社に昭和 28年４月１日から 29 年 11月８日まで勤務したにもかかわら

ず、同社における厚生年金保険被保険者期間が 28 年４月１日から同年 10

月１日までしかない。同社を退職した折に受給した失業保険の受給資格者証

に記載されている離職日のとおり、29年 11月８日まで同社で継続して勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社で勤務していた元同僚の証言及び申立人の所持する失業保険金受給資

格者証から、申立人が同社で昭和 29年 11月８日まで継続して勤務していたこ

とが推認できるが、社会保険庁のオンライン記録によると、申立期間の被保険

者記録は確認できない。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者名簿

の中に、申立人と同姓同名、かつ、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者

番号と同一番号の未統合の記録を確認でき、当該記録では、資格取得日が昭和

29年３月１日、同喪失日が同年 11月８日となっていることが確認できる。 

一方、Ａ社において、昭和 28年３月 16日に厚生年金保険被保険者資格を取

得し、62 年１月 29 日に同資格を喪失している元事務担当者は、「勤務先は、

28 年に就職してから退職するまで同じ場所にあった。ただし、同じ業界の別

会社（Ｂ社）と合併したことがあった。」と証言しているところ、当該元事務



 

担当者についても、29年３月１日から30年10月10日までの期間については、

Ｂ社に係る被保険者記録を確認することができる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る被保険者数増減表によると、同

社は昭和 28年 10月１日に適用事業所ではなくなっている（以下「全喪日」と

いう。）が、29 年４月５日に申立人を含む 15 人に係る資格喪失処理がさかの

ぼって行われていることが確認できる。 

しかし、申立人及び元事務担当者の供述、当該訂正処理前の記録から判断す

ると、昭和 28年 10月１日以降もＡ社が適用事業所としての要件を満たしてい

たと認められることから、当該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

また、上記資格喪失処理が行われている 15 人中７人のＡ社に係る資格喪失

日が全喪日（昭和 28年 10月１日）以後になっていることが確認できる上、被

保険者名簿において、申立人と同様に全喪日に資格を喪失したとされている８

人のうちの２人については、オンライン記録では資格喪失日が 29 年３月 25

日となっているなど、社会保険事務所の記録管理が適切に行われていなかった

ことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人がＡ社において昭和 29 年３月１日に

資格を喪失し、Ｂ社において同日付けで資格を取得、同年 11 月８日に資格を

喪失した旨の届出を、それぞれの事業主が行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 28 年

９月の社会保険事務所の記録及びＢ社の上記被保険者名簿に記載されている

申立人に係る記録から、28 年 10 月から 29 年７月までは 4,000 円、同年８月

から同年 10月までは 5,000円とすることが妥当である。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1227 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 30万円、18年４月 28

日は 25万円、19年４月 27日は 30万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 30 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 25万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 30万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1228 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 30万円、18年４月 28

日は 20万円、19年４月 27日は 30万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 30 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 20万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 30万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 22万円、18年４月 28

日は 20万円、19年４月 27日は 25万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 22 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 20万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 25万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1230 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 30万円、18年４月 28

日は 25万円、19年４月 27日は 35万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 30 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 25万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 35万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 25万円、18年４月 28

日は 18万円、19年４月 27日は 25万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 25 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 18万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 25万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1232 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 30万円、18年４月 28

日は 25万円、19年４月 27日は 40万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 30 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 25万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 40万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。



 

兵庫厚生年金 事案 1233 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 24万円、18年４月 28

日は 18万円、19年４月 27日は 20万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 24 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 18万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 20万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1234 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 30万円、18年４月 28

日は 25万円、19年４月 27日は 35万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 30 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 25万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 35万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1235 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 25万円、18年４月 28

日は 10万円、19年４月 27日は 20万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 25 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 10万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 20万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1236 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 22万円、18年４月 28

日は 18万円、19年４月 27日は 20万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 22 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 18万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 20万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1237 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 30万円、18年４月 28

日は 25万円、19年４月 27日は 35万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 30 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 25万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 35万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1238 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 22万円、18年４月 28

日は 20万円、19年４月 27日は 25万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 22 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 20万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 25万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1239 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 20万円、18年４月 28

日は 15万円、19年４月 27日は 15万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 20 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 15万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 15万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。



 

兵庫厚生年金 事案 1240 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 22万円、18年４月 28

日は 18万円、19年４月 27日は 20万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 22 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 18万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 20万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1241 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 20万円、18年４月 28

日は 18万円、19年４月 27日は 25万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 20 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 18万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 25万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1242 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 20万円、18年４月 28

日は 15万円、19年４月 27日は 25万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 20 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 15万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 25万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1243 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 30万円、18年４月 28

日は 25万円、19年４月 27日は 30万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 30 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 25万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 30万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1244 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 30日は 15万円、18年４月 28

日は 18万円、19年４月 27日は 20万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 30日 

             ② 平成 18年４月 28日 

             ③ 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 17 年４月 30 日、18 年４月 28 日及び 19 年

４月 27 日に支給された期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、

同社は、当時、社会保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁

には、これらの保険料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①、②及

び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 17 年４月 30 日の標準賞与額 15 万円、18 年４月 28 日

の標準賞与額 18万円及び 19年４月 27日の標準賞与額 20万円に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1245 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18年４月 28日は 10万円、19年４月 27

日は 15万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月 28日 

             ② 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 18年４月 28日及び 19年４月 27日に支給さ

れた期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、同社は、当時、社会

保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁には、これらの保険

料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①及び②

について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 18 年４月 28 日の標準賞与額 10 万円及び 19 年４月 27

日の標準賞与額 15 万円に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1246 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18年４月 28日は 10万円、19年４月 27

日は 15万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月 28日 

             ② 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 18年４月 28日及び 19年４月 27日に支給さ

れた期末手当から厚生年金保険料を控除されていたが、同社は、当時、社会

保険事務所に賞与支払届を提出しておらず、社会保険庁には、これらの保険

料を納付した記録が無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間①及び②

について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 18 年４月 28 日の標準賞与額 10 万円及び 19 年４月 27

日の標準賞与額 15 万円に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1247 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 15万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年４月 27日 

    勤務先のＡ社において、平成 19年４月 27日に支給された期末手当から厚

生年金保険料を控除されていたが、同社は、当時、社会保険事務所に賞与支

払届を提出しておらず、社会保険庁には、これらの保険料を納付した記録が

無い。 

    このため、賞与から控除された保険料が保険給付に反映されるよう、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間について、

その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する平成 19年４月 27日の標準賞与額 15万円に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録

を昭和 50年５月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年５月 16日から同年７月 16日まで 

私は、昭和 32年４月１日から平成 11年３月 31日までの間、Ａ社に継続

して勤務していたが、社会保険庁の記録を見ると、昭和 50 年５月に転勤し

た際の厚生年金保険被保険者期間が欠落しており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録及び雇用保険の被保険者記録から、申立人は、同社において

昭和 32年４月１日から平成 11年３月 31日までの間、継続して勤務し（昭和

50年５月 16日に同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店に係る社会保険事務

所の昭和 50年７月の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、納付したかどうかは不明であるとしているが、Ａ社

が保管する社会保険に係る得喪台帳には、社会保険庁の記録どおり、資格取得

日が昭和 50年７月 16日と記載されていることが確認できる上、健康保険組合

の記録も社会保険庁の記録と一致していることから、事業主は同日を資格取得

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の厚生年

金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

兵庫国民年金 事案 1398 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年８月から平成４年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年８月から平成４年３月まで 

私は、昭和 62 年、結婚に伴い退社したため、自分で市役所へ行き、国民

年金に加入した。保険料の納付方法について、最初何度か納付した後は、金

融機関の口座から引き落としにした。当時の保険料額は、毎月 7,000 円か

7,400円だったことをよく覚えている。平成８年に保険料が１万 2,300円と

なるまでこの口座へ保険料を入金していた。 

ところが年金記録では、平成４年４月から急に口座引き落としで国民年金

保険料の納付が始まったこととされている。申立期間についても保険料を納

付しているので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人

の国民年金手帳記号番号は、平成４年３月に払い出されている上、市が保管

する被保険者名簿によると、同年２月 13日に初めて国民年金に加入した旨の

記録が確認できることから、このころに加入手続が行われたものと推認され、

この時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間と

なる。 
また、申立人には、申立期間の保険料をさかのぼって納付したとする記憶は

無い上、申立人が昭和 62 年８月ごろに加入手続を行い、上記とは別の国民年

金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が保険料を入金したと主張する金融機関の口座に係る取引履

歴によると、上記のとおり加入手続が行われたと推認される時点の数か月後と

なる平成４年５月以降、「コクミンネンキン」と記載の上、保険料に相当する

金額が定期的に引き落とされていることが確認できるが、申立期間については、



 

当時の保険料に相当する金額の引き落としが確認できない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1249（事案 12の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年６月 25日から 16年３月１日まで 

    私は、申立期間に勤務していたＡ社において、法令で定められた保険者算

定により、標準報酬月額は 56万円で社会保険事務所に届出され、それに基

づいた厚生年金保険料の被保険者負担分を特別徴収され、納付されていた

と思っていましたが、平成 19年７月に送付していただいた被保険者記録照

会回答票には、当該期間の標準報酬月額が 50万円と記録されていた。給与

月額が 51万円なのに違和を感じた。第三者委員会で検証した結果、保険料

に差額があるなら、私と同社に請求していただき、納付確認後、公正な標

準報酬月額に訂正していただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に係る申立てについては、以下の１から４の理由により、当委員会

の決定に基づき、年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行った旨、

平成 20年２月 12日付けで通知が行われている。 

１ 申立人は、申立期間に係るＡ社から支給された給与明細書を保管している

ことから、申立期間に当該事業所に勤務していたことは認められる。 

２ 一方、申立人が勤務していたＡ社は、申立人が主張したとおり、通勤手当

を含まない報酬月額を資格取得届の際に社会保険事務所へ届け出ており、申

立人の申立期間に係る報酬月額について誤った届出を行ったことを認めて

いる。 

３ 申立人が提出した給与明細書では、Ａ社が社会保険事務所に届け出た通勤

手当を含まない報酬月額に基づき決定された標準報酬月額に見合う厚生年

金保険料が控除されていることが確認できる。 

４ なお、通勤手当については、厚生年金保険法第 20 条による標準報酬月額



 

決定の基となる報酬月額に該当するものであるが、本件については前述のと

おり、通勤手当を含まない標準報酬月額に基づく保険料額が控除されている

ことが確認できるため、厚生年金保険法第 75 条の「保険料を徴収する権利

が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に

基づく保険給付は行わない」という規定に基づき、本件については標準報酬

月額の変更を記録上行ったとしても、保険給付には反映されない。 

 

今回、申立人は、「Ａ社が、通勤手当を含まない報酬月額を資格取得届の際

に社会保険事務所へ届け出ていたことを知らず、通勤手当を含む正しい標準報

酬月額（56 万円）に基づく厚生年金保険料を控除されていると思っていた。

第三者委員会で検証した結果、保険料に差額があるなら、私と会社に請求し、

納付確認後、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。」旨主張している。 

しかしながら、上記３及び４の理由のとおり、これは委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに新たな事情も見当たらない

ことから、申立人は、その主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控

除されていたと認めることはできない。 

なお、申立人が「第三者委員会で検証した結果、保険料に差額があるなら、

私と会社に請求し、納付確認後、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。」旨

主張していることについては、平成 20年５月 26日に、社会保険事務局におい

て、申立期間の標準報酬月額に係る記録が、50万円から 56万円に訂正されて

いるが、社会保険事務所が厚生年金保険料を徴収する権利は２年を経過したと

き時効により消滅するため（厚生年金保険法第 92 条）、申立人は、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料と実際に控除された厚生年金保険

料との差額について、さかのぼって納付することはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1250 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年 11月１日から 63年 10月１日まで 

             ② 平成元年 10月 11日から４年 10月１日まで 

    私は、申立期間①及び②にＡ社で働いていたが、①の期間の給与は、私が

以前に勤めていたＢ社での給与（標準報酬月額 28 万円）と同程度であった

と思うので、標準報酬月額は 25万円から 28万円ほど、また、その後勤めた

Ｃ社の給与（標準報酬月額 41 万円）と比較して、Ａ社に再入社した②の期

間の標準報酬月額は 41 万円ほどとなるはずだが、社会保険庁の記録ではこ

れよりも低くなっている。この標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金

保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）及び社会保険庁のオンラ

イン記録により、申立人と同じ職種であったとされる複数の元同僚の標準報酬

月額は、申立人と同水準又は低額である者が多く、申立人よりもやや高額の者

はいずれも入社時期の早い年長者であることが確認でき、申立人の標準報酬月

額のみが同僚の取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらない。 

また、複数の元同僚からも、申立期間当時の給与と比較して標準報酬月額が

低かったという明確な証言は得られなかった上、被保険者原票を見ても、標準

報酬月額が遡及
そきゅう

して訂正された痕跡等の不自然な点も見られない。 

さらに、申立人は、申立期間当時の厚生年金保険料控除額を確認できる資料

（給与明細書等）を所持していない上、Ａ社の元事業主は、「事業所の倒産（平

成 11 年末）後にすべての資料を処分したため、給与からの保険料控除額や届

け出た標準報酬月額は不明である。」と証言しており、当該元事業主が関係業

務を委託していた会計事務所及び社会保険労務士事務所にも資料は保存され



 

ていない。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が、申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1251  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年７月１日から 52年４月 30日まで 

    昭和 50年７月１日、Ａ社入社時に、社長に年金手帳を預けましたし、毎

月年金を支払っているとも聞いていました。給料からの保険料控除も毎月あ

りました。年金記録の訂正をお願いします。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が管理する事業所名簿を見ても、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所であった事実を確認することはできない。 

また、元同僚は、「私は当時、Ａ社で働いていましたが、同事業所での年金

記録はありません。社会保険の加入は無かったと思います。個人経営の小さな

会社でしたから、会社自体が社会保険に加入していないのだと思います。保険

料控除もなかったと思います。」と証言している。 

さらに、当該事業所は既に廃業しており、申立人は代表者及び他の元同僚の

氏名を詳細に記憶していないことから、これらの者から証言を得ることができ

ず、申立期間における申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除の有無につ

いて確認することができない。 

加えて、類似する事業所名「Ａ社」について調査すると、３社が確認できる

ものの、事業内容、所在地、適用年月日等の違いにより、申立てに係る事業所

であることは特定できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する



 

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1252 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年８月１日から 15年８月 21日まで 

    私は、昭和 50年４月１日付けでＡ社に入社し、平成 15 年８月 21日まで

勤めて退職した。13 年８月からは、給与が二つの会社（Ａ社及び勤務実態

の無いＢ社）に振り分けて支給されるようになり、総収入は変わらなかった

が、それまで 50万円であった標準報酬月額が 19万円に、14年 10月から退

職するまでは 20 万円に変更されているのは納得できないので、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人に係る標準報酬月額の記録は、

平成 13年８月１日に 50万円から 19万円に、14年 10月１日には 19万円から

20 万円に変更されているが、申立人から提出された申立期間に係るＡ社の給

与支払明細書により確認できる 13 年９月以降の厚生年金保険料控除額は、オ

ンライン記録の標準報酬月額に相当する保険料額又はそれ以下となっている

（翌月控除であるため、13 年８月については、同年７月の標準報酬月額（50

万円）に基づく保険料が、14 年 11 月及び同年 12 月については、オンライン

記録の標準報酬月額に基づき本来控除すべき額より少ない保険料が控除され

ている。なお、申立期間のうち、15 年１月から同年８月までの同明細書は提

出されていない。）。 

 また、社会保険庁のオンライン記録によると、申立期間当時、Ａ社で厚生年

金保険被保険者資格を有する７人の元従業員について、申立人と同様に、平成

13 年８月１日に標準報酬月額が従前の額から大きく引き下げられていること

が確認できる。このことについて、そのうちの二人は、会社から、「会社には

保険料を払う金が無い。」、「厚生年金保険の保険料負担を軽くするため、給



 

料を二つの会社から分割して支給するが、支給総額は変わらない。」旨の説明

を受けたとしており、保険料についても、「片方の会社の給与からだけ控除さ

れていた。」、「控除額が少なくなった。」旨証言していることなどから判断

すると、申立人に係る標準報酬月額の変更は、事業主の届出に基づいて行われ

たものと推認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する 

と、申立人は申立期間について、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできな

い。 



 

兵庫厚生年金 事案 1253 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月 30日から 45年４月１日まで 

昭和 41 年の春に、２部制の定時制高等学校ができた際、私は、第一期生

として入学し、Ａ社の寮に住み込み、卒業するまでの４年間働きながら勤務

した。申立期間も在籍して勤務し、厚生年金保険に加入したので、調査の上、

記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の詳細な申立内容及び複数の元同僚等の証言から、申立人が申立期間

において、Ａ社に在籍していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社が保管している申立人に係る「健康保険厚生年金保険被

保険者資格喪失確認通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認及び標準報酬決定通知書」を見ると、事業主により、申立人に係る資格喪失

手続及び資格取得手続が社会保険事務所の記録どおりに行われたことが確認

できる上、「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」には、備考

欄に資格喪失時に健康保険被保険者証が返却されたことを意味する「被証回

収」の押印が確認できる。 

また、Ａ社が保管している申立人に係る労働者名簿を見ると、「昭和 45 年

４月１日復職」と記載されていることが確認できる上、公共職業安定所が発行

した、申立人の旧姓に係る「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

を見ると、申立人は 45 年４月１日に雇用保険の被保険者資格を取得し、同年

８月 10日に同資格を喪失したことが確認できる。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票に

は整理番号の欠番が無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点

は見当たらない上、ほかに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主



 

により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1254  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月１日から 42年４月１日まで              

    中学校に在学中から一学年上の兄とＡ社でアルバイトをし、その後兄は正

社員となり、私は一年後の昭和 41 年４月から正社員になりました。その間

の年金記録が無いので調査してください。健康保険証をもらい、病院に通院

していた記憶があります。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立内容及び元同僚の証言から、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、当該事業所は既に廃業しており、元事業主及び当時の状況を

知り得ていたとする元事業主の長男も既に死亡しており、申立期間当時の申立

人の勤務状況及び厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

また、Ａ社において厚生年金保険被保険者記録が確認できる元従業員二人

は、｢雇用保険にも合わせて加入していた。｣と供述しているところ、申立人

については、当該事業所に係る雇用保険の被保険者記録は確認できない上、

当該期間について、申立人は父親の健康保険被扶養者であることが確認でき

る。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿を見ても、申立人の氏名は記載されていない上、同名簿の整理番号に欠

番は無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点はみられない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無く、ほ

かに申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1255 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月５日から 38年 10月 17日まで 

昭和 36年７月５日から 38年 10月 17日までの期間については、厚生年金

保険の被保険者期間となっていないが、当時、子供が１歳か２歳であったの

で病院に行くことが多く、健康保険証を使っていたことを記憶している。納

得できないので調査の上、記録を修正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間について、申立てに係る事業所であるＡ社に勤務していた

ことは、元同僚一人の証言により推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に廃業しており、元事業主も死亡していることから、

申立期間当時の申立人の勤務状況及び厚生年金保険の加入状況について確認

することができない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿（以下「被保険者名簿」という。）及び健康保険厚生年金保険被保険者原

票（以下「被保険者原票」という。）を見ると、当該事業所が厚生年金保険の

適用事業所となった昭和 35 年７月１日から、申立人が厚生年金保険被保険者

資格を喪失した後の 39 年９月１日までの間に、当該事業所で被保険者資格を

取得している者が 47 人確認でき、申立人を除く４人の従業員についても申立

人同様に被保険者期間の欠落が確認できるものの、これらの従業員は、死亡、

又は連絡先が不明であり、当時の状況について確認できない上、「被保険者名

簿」及び「被保険者原票」において、整理番号の欠番は無く、申立人に係る記

録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

さらに、「被保険者名簿」を見ると、申立人は、Ａ社において、厚生年金保

険被保険者資格を整理番号＊番で昭和 35年７月１日に取得し、36年７月５日



 

に同資格を喪失しており、その備考欄には、健康保険証を社会保険事務所に返

納したことを意味する「証回収」の押印があることが確認できる。 

加えて、「被保険者原票」を見ると、申立人は、当該事業所において、厚生

年金保険被保険者資格を整理番号＊番で 38 年 10月 18日に再取得しているこ

とが確認できるが、厚生年金保険進達記録欄に「資格取得届 39.４.７」と記

載されていることから、当該事業所が資格取得日を 38年 10 月 18 日までさか

のぼって、資格取得届を 39 年４月７日に提出したことが確認できる上、申立

人の直前に同資格を整理番号＊番で38年10月１日に取得した従業員について

も、申立人と同日の 39 年４月７日に資格取得届が提出されていることが確認

できる。 

このほか、複数の元従業員は、「社会保険に入らない従業員も多数いた。」と

証言している上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無く、

ほかに申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月５日から 51年ごろまで 

私は、昭和 48 年 10 月にＡ社に入社し、51 年ごろに退職するまでの間、

Ｂ職として継続して同社に勤務していたが、社会保険庁の記録によると、申

立期間に係る厚生年金保険の被保険者期間がすべて無いとされており納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48年 10月５日から 51年ごろまで、継続してＡ社において

勤務していたとしているところ、元事業主の証言から、申立人が同社において

勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の元事業主によると、給与の支払形態が歩合給であった

従業員については、厚生年金保険の加入対象としていなかったとしているとこ

ろ、元従業員によると、Ｂ職は歩合給であったとしている上、社会保険庁の記

録によると、申立人が記憶する申立人と同時期に入社し同じＢ職であったとす

る元同僚についても、申立人同様、同社において厚生年金保険の被保険者資格

を取得していたことは確認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿を見ても、申立人の氏名は確認できない上、健康保険の番号に欠番は無く、

同名簿に不自然な記載等も見当たらず、事業主が申立人を厚生年金保険の被保

険者として社会保険事務所に届け出たことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

さらに、公共職業安定所によると、申立期間直前に勤務していた事業所に係

る申立人の雇用保険被保険者記録は確認できるものの、申立期間に係る申立人

の雇用保険被保険者記録は確認できないとしている。 



 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無い上、ほ

かに申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1257 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年７月１日から 36年３月１日まで 

社会保険事務所の記録では、Ａ社で厚生年金保険の被保険者になったのが

昭和 36 年３月１日になっているが、35 年６月 30 日にＢ社を退職した後、

すぐにＡ社に入社したので、同年７月１日に資格取得しているはずである。

納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所であるＡ社の継承会社の「Ｃ社」が保管しているＡ社に

係る退職者台帳を見ると、申立人が当該事業所に申立期間の途中の昭和 35 年

９月１日から 43年３月５日まで勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｃ社人事部担当者は、「書類の保存期間を過ぎているため、

これ以外の資料は無く、当時のことについては不明である。」と回答している。 

また、申立人は、「入社したときは歩合給であり、給料は 10万円位、正社員

になってからは、１万 5,000 円から２万円だった。」と陳述しているところ、

Ａ社において、厚生年金保険被保険者資格を昭和 35年 10月１日に取得してい

る元同僚一人は、「入社したのが 34年 10月で、基本給が 5,000円でした。大

卒の給料が１万円のときに、収入の多い時は、20 万円稼いでいました。社長

の給料よりも多いため、不満の声が出て、歩合給から社員に切り替えていくよ

うになりました。私は、35年 10月に社員になった時から、厚生年金保険に加

入しました。」と証言している。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立期間において、申立人の氏名の記載は確認できない上、申立期間

前後において整理番号の欠番は無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる



 

不自然な点は見当たらない。 

加えて、申立人に係る雇用保険の記録を見ると、資格取得日は昭和 36 年３

月１日、離職日は 43 年３月５日であることが確認でき、社会保険事務所の厚

生年金保険被保険者記録と一致する。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無く、ほ

かに申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1258 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年２月１日から 32年３月 31日まで 

    私は、申立期間にＡ社で勤務していた。入社した当時は 20 歳くらいで、

しばらく見習として働いた。途中から自分で仕事をしていたので、厚生年金

保険の記録が無いのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ａ社で共に勤務したと記憶している元同僚（３人）については、

いずれも社会保険事務所が保管する同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿（以下「被保険者名簿」という。）において被保険者記録を確認できる

ことから、申立人が同社で勤務していたことは推認できるものの、同社の現在

の担当者は、申立期間当時の関係資料を見ても、申立人の在籍の有無は不明で

あるとしており、申立人の勤務状況が明確ではない。 

また、Ａ社から提出された申立期間当時の出欠簿に氏名が記載されている

13人（申立人の氏名は記載されていない。）のうち、５人については被保険者

名簿で氏名を確認できない上、上記の元同僚のうちの二人が、「申立人が勤務

していたのは間違い無いが、社員でなくアルバイトだったと思う。」と証言し

ていることを踏まえると、申立期間当時、同社では、すべての従業員を厚生年

金保険に加入させていたわけではなかったものと考えられる。 

さらに、申立人は、「Ａ社では雇用保険に加入していたが、退職後、次に就

職する会社が決まっていたので、失業手当を受け取った覚えは無い。」として

いるが、同社が雇用保険の適用事業所となったのは申立期間よりも後の昭和

33年３月 17日であることが確認でき、申立内容と矛盾する。 

このほか、被保険者名簿を見ても、健康保険の番号には欠番が無く、申立人

に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点も無い上、申立人が申立期間に係



 

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資

料（給与明細書、源泉徴収票等）及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1259 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 49年３月 31日まで 

    昭和 47 年７月ごろ、公共職業安定所の紹介で、Ａ社に入社した。入社時に

は免許を持っていなかったが、49年３月 11日に免許を取得した。給料から厚

生年金保険料が引かれていたのを覚えているので、厚生年金保険の記録が無い

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票（以下「被

保険者原票」という。）によると、申立人が元同僚として記憶している 11人の

うちの６人について、申立期間当時に当該事業所において厚生年金保険被保険

者であったことが確認できる上、元事業主（故人）の長男の証言により、申立

人が申立期間当時、当該事業所で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、被保険者原票においては、上記 11 人のうちの５人（アルバ

イトであった元事業主の長男及びその友人を含む。）及び申立人が助手として

乗車した車の運転手３人のうちの１人については、当該事業所における申立期

間当時の厚生年金保険被保険者記録が確認できない上、申立人が自身よりも先

に入社したとする元同僚は、当該事業所において昭和 49 年３月７日に被保険

者資格を取得していることが確認できることから、申立期間当時の当該事業所

では、すべての従業員が厚生年金保険に加入していたわけではなかったものと

推認できる。 

また、元事業主の長男は、「申立期間当時の資料を保管しておらず、事務処

理については不明である。」としている上、被保険者原票を見ても、健康保険

の番号には欠番が無く、記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から



 

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1260 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年１月４日から 28年１月 28日まで 

    昭和 27年の正月にＡ社の社長が自宅に来られて、即採用が決まったこと

を覚えている。申立期間中は給料をもらう都度、社長夫人から厚生年金保険

料を引いていると説明を受けていたため、記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所であるＡ社（現在は、Ｂ社）の元事業主の親族の証言に

より、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかが

える。 

しかしながら、申立期間当時、Ａ社において厚生年金保険被保険者記録が確

認できるすべての被保険者について、その所在が確認できない上、申立人は元

同僚の名前を記憶しておらず、申立人が申立期間において厚生年金保険に加入

していたことを裏付ける証言や証拠は得られない。 

また、Ｂ社は、申立期間当時の資料は保管されておらず、当時の状況が分か

る者も既に全員死亡しているため、申立人の厚生年金保険の加入状況や保険料

控除の有無については不明であるとしており、申立期間当時の状況が確認でき

ない。 

さらに、社会保険庁が保管する申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧

台帳）において申立期間の記録を確認することはできない上、社会保険事務所

が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人の氏名は確認

できない。加えて、同名簿の整理番号には欠番等が無く、申立人の記録の欠落

をうかがわせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無く、ほ



 

かに申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

    

 


